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「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る 

療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について 

 
「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の

留意事項等について」（平成 16 年 10 月１日付保医発第 1001002 号）については、そ

の一部を下記のとおり改正し、本年６月１日以降の施術分から適用することとしたの

で、貴管下の関係者に周知を図るとともに、円滑に取り扱われるよう御配慮願いたい。 

 

記 

 

「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給

の留意事項等について」（平成 16 年 10 月１日付保医発第 1001002 号）の一部を次

の表のように改正する。 

ただし、別添１の別紙４及び別添２の別紙４の様式については、当分の間、従来

の様式を取り繕って使用できることとする。 
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（傍線部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 
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（傍線部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

 

 

 

 
 


